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使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正に伴う留意事項について 
平成 14 年 12 月 6 日 保医発第 1206004 号 

各地方社会保険事務局長・ 
各都道府県民生主管部（局）国民健康保険主管課（部）長・ 

各都道府県老人医療主管部（局）老人医療主管課（部）長あて 
 厚生労働省保険局医療課長通知 

 
 標記については、「使用薬剤の薬価（薬価基準）」（平成 14 年厚生労働省告示第 87 号。以下「薬価基準」

という。）の一部が平成 14 年 12 月 6 日付厚生労働省告示第 375 号をもって改正され、公布の日から適用

されたところであるが、その概要及び留意事項は下記のとおりであるので、関係者に対して周知徹底をお

願いする。 
記 

1 薬価基準の一部改正について 
 （1）平成 14 年 10 月 8 日に薬事法（昭和 35 年法律第 145 号）の規定に基づき製造（輸入）承認・許

可され、薬価基準への収載希望があった別添の新医薬品（内用薬 6 品目、注射薬 6 品目、外用薬 2 品

目）について、薬価基準の別表に収載したものであること。 
 （2）1 により薬価基準の別表に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。 

区分 内用薬 注射薬 外用薬 歯科用薬剤 計 
品目数 6,299 3,401 1,942 43 11,685 

2 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について 
 （1）アーチスト錠 1.25mg、同 2.5mg 
   本製剤の用法・用量に関連する使用上の注意に「慢性心不全患者に投与する場合には、必ず 1 回

1.25mg またはさらに低用量の、1 日 2 回投与から開始し、忍容性および治療上の有効性を基に個々の

患者に応じて維持量を設定すること。」と記載されているので、使用にあたっては十分留意すること。 
 （2）ストロメクトール錠 3mg 
   本製剤の効能・効果は「腸管糞線虫症」であるので、使用にあたっては十分留意すること。 
 （3）カルセド注射用 20mg、同 50mg 
   本製剤の使用上の注意に「本剤は、緊急時に十分に措置できる医療施設及び癌化学療法に十分な経

験を持つ医師のもとで、本剤が適切と判断される患者にのみ投与すること。」と記載されているので、

使用にあたっては十分留意すること。 
 （4）ファンガード点滴用 50mg、同 75mg 
   本製剤の使用上の注意に「本剤投与開始後において、原因菌がアスペルギルス属又はカンジダ属で

ないことが明確になった場合、又は本剤投与で効果が認められない場合は、他の薬剤に変更するなど

適切な処置を行うこと。」と記載されているので、使用にあたっては十分留意すること。 
 （5）乾燥 BCG 膀胱内用（コンノート株） 
  ① 本製剤の使用上の注意において、「本剤の投与は緊急時に十分措置できる医療施設及び膀胱癌の

治療に十分な経験を持つ医師のもと、本剤の投与が適切と判断される患者にのみ使用すること」と

されているので、このような場合に限り算定できるものであること。 
  ② また、使用上の注意に「浸潤性膀胱癌（組織学的深達度 T2 以上）は本剤の適応外であるので、

投与前に浸潤性ではないことを確認してから使用すること。」と記載されているので、使用にあた

っては十分留意すること。 
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